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【資料】 

第４回都市計画審議会における審議内容について 

（要約） 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





●第４回都市計画審議会で委員からいただいた意見とその対応

審議の結果を受けて行う、案
の修正・追記

補足説明

田中委員 6 課題③の中にある「親しめる」にはどのような意味があるのか。

11ページの「にぎわい拠点～」
を指している。具体的には、港
づくりと合わせて整備している
親水空間、新港地域内の公園
などであるが、市民に浸透して
いないので、課題として盛り込
んでいる。

10
「歴史」の記載は景観には見られるが、「第１節土地利用の方針」に
は見当たらない。
⇒海浜植物ゾーンが該当するのではないか。

海浜植物ゾーン（本町地区）が
該当するものと認識している。
24ページで任意エリア（観光資
源という語句）に含めている。
52ページにも歴史について触
れている。

５ページの「第１章共通編　第
１節全体構想」にある４つの方
針のうち、「優れた観光資源の
活用」で、歴史的遺産を含めた
観光資源を活かした施策の展
開について記載している。

16

景観形成のための学習とルールづくりについて、「景観形成のための
学習」とは何のことを言っているのか分からない。

景観形成のための学習とルールづくりの項目が今は一つだけなの
で、その他具体のものを増やして分かりやすくしていただくことは可能
か。

前計画で挙げていた３項目
（ガイドライン、規制についての
検討・検討するための中身の
学習・ルールが決まった後の
啓発）を今回はまとめて表現し
た。

ご意見を踏まえ、カッコ書きで
以下の内容を追記する。
（ガイドラインなどの検討・ルー
ルづくりに関する学習の場の
設置・啓発活動）

中村委員 10
「留萌市、増毛町、北竜町と連携のもと～」とは、どういうものを想定し
ているのか。

「インバウンド対応観光ルート
創出事業」（事務局：石狩市）
を想定している。

審議会後の事務局の対応

委員 ページ 質問・意見・要望など
第４回都市計画審議会におけ
る事務局の回答
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審議の結果を受けて行う、案
の修正・追記

補足説明

審議会後の事務局の対応

委員 ページ 質問・意見・要望など
第４回都市計画審議会におけ
る事務局の回答

長原委員 24
若葉通沿道について、一般商業エリアにならなかった経緯について、
改めて説明してほしい。

花川南については３丁目通を
中心に集約することを優先す
る。
将来、新たな計画が出るなど、
地区に力が出てきた際には見
直しを検討する。

22
花川南の防風林が「居住誘導区域」内に入っているはなぜか。
（花川北、樽川の防風林は区域には入っていない）

都市計画（市街化区域、調整
区域）に合わせている。
（花川南のみ市街化区域内）

市民説明会

12/10の意見交換会は参加者９名で残念だが、広報もきちんと載せて
いるので、市民の方が関心を持っていただき、様々な意見を聴かせ
ていただけたら良かった。（意見）

市民説
明会

10

石狩市では居住誘導区域の周りに豊かな農地があり、高齢者が農業
を通じて生きがいを感じることができる。
個別具体の計画を策定する際に、この点を活かして欲しい。（意見）

14

地域住民が住みやすいまちづくりを目指すのであれば、新港地域の
公共交通結節点だけではなく、都市機能誘導区域内にも公共交通結
節点を設けるべきではないか。
（本方針で記載しきれないと思うので、意見として言う）
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審議の結果を受けて行う、案
の修正・追記

補足説明

審議会後の事務局の対応

委員 ページ 質問・意見・要望など
第４回都市計画審議会におけ
る事務局の回答

神代委員 11・12

新港地域に「エネルギー」という言葉を入れた方が良いと言ったが、
今回、エネルギーという言葉が「都市居住」検討地区にも入ってしまっ
ている。
「情報推進・生産物流」検討地区の名称を「エネルギー」という語句を
入れて、「エネルギー・情報・生産物流」検討地区にしてはどうか。
「都市居住」検討地との分けがはっきりし、分かりやすいのではない
か。

「情報推進・生産物流」検討地
区と「都市居住検討地区」を合
わせて「都市機能ゾーン」であ
り、一体的に捉えているので、
両検討地区ともサブタイトルは
統一している。

ご意見を踏まえ、11ページの
「情報推進・生産物流」検討地
区のサブタイトルを「北海道の
エネルギー供給と札幌圏の生
産物流の機能の一翼を担う
ゾーン」とし、12ページの「都市
居住」検討地区は、「札幌圏の
都市居住の一翼を担うゾーン」
に変更する。

23
都市機能誘導区域内には、既に空いている土地がほとんどない状況
の中で、このエリアを指定し、3,000㎡超の商業施設を配置方針として
優先度を高くしているということは、何か具体的な話があるのか。

市役所の向かい、8,000㎡の空
き地がある。商業施設として
は、企画所管で現在もプロ
ポーザルを実施中である。
その他、警察署の誘致につい
ても引き続き行われている。

23
（市役所向かいにある）
8,000㎡の空き地を、赤色で示すということは難しいのか。

現在ある市役所、図書館等に
ついても、引き続き維持してい
くことが含まれているので、現
在のラインと表のとおりとす
る。

26

①について、55ページを見ないと読み解けない内容になっているの
で、「目標年の居住誘導区域内人口推計値」を「Ａ」、「居住誘導区域
内で増加が期待される人口」を「Ｂ」として、それぞれの目標値の欄に
それぞれ「Ａ＝〇〇人」、「Ｂ＝△△人」で、足したら46,964人、45,207
人とした方が良いのではないか。

46,964人は自然減していく42,664人に施策で増加する4,300人を足し
た数値であるので、自然減の42,664人、36,607人という数値も見せて
いただかないと、分かりづらいと思う。

26ページについてはシンプル
にする、専門的になりすぎない
ようにするとの方針から、26、
55ページに分けて、このような
内容としている。

いただいたご意見を踏まえ、
26ページ及び55ページを変更
する。

岡本会長 24

道央圏広域サービスエリアについて、面積制限があって使いづらい
地区と認識しているが、なぜ、ジャンクションまで範囲を広げていな
かったのか、道路にすぐアクセスできる範囲としてなのか。
もう少し広げても良いのではないかと思った。
検討の余地があれば検討してもらいたい。

石狩湾新港の土地利用計画
上、交通利便等を考慮した地
区であり、幹線道路にすぐアク
セスできる範囲とした。

当該エリアの設定につきまして
は、エリア内の電力を再生エ
ネルギーで全て賄う「再エネ
100％ゾーン」と、将来的に拡
張性が見込まれる近接ブロッ
クを合わせたエリアとしており
ます。
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■第４節 景観形成の方針

16

凡 例

水辺景観ルート

主な景観ルート

海浜植物ゾーン

森林環境ゾーン

農業生産ゾーン

都市機能ゾーン

□共通方針
○景観形成に影響する看板、広告物、電柱、大規模な建築物などに

ついては、規模、数量、影響の大きさなどを勘案し、対応を検討
○地域の実情に合わせた樹木（ポプラ並木など）の適正管理
●再生エネルギー供給施設については、その必要性を認識しつつ、関

係法令や「風力発電ゾーニング計画」などによる適正配置と景観へ
の配慮を周知 [新規]

□海浜植物ゾーンの景観形成方針
○海岸の自然と歴史的空間とが融合する

街並みの誘導の検討（地区計画、
建築協定などの活用）

○海浜植物を保護・回復させる取り組み
○歴史的建造物の保存方法の検討
○砂丘の風資料館などによる歴史・文化

の継承、環境教育

□都市機能ゾーンの景観形成方針
○景観づくりの推進
（地区計画などの法制度活用）
○歩いて気持ちの良い街並み景観の取り組み
○防風林の保全の取り組み
○宅地の緑化推進
○花いっぱい運動の推進

□農業生産ゾーンの景観形成方針
○農地、農業環境の保全
○防風林の保全の取り組み
○豊かな農村景観づくりの取り組み

□森林環境ゾーンの景観形成方針
○自然・景観資源の保全、創出の取り組み
（山森、河川など）
○河畔を利活用する取り組み

□景観形成のための学習とルールづくり
○地域の要望や課題に応じた取り組み

（ガイドラインなどの検討・ルールづくりに関する
学習の場の設置・啓発活動）

～ 各ゾーンの地域特性を活かし、魅力ある景観を形成するまちへ ～

第２章 ー都市計画マスタープランー

※ ●新規項目 ○前計画からの継続項目

i9706258
四角形



土地利用の方針 【都市機能ゾーン（「情報推進・生産物流」検討地区）拡大図】
『北海道のエネルギー供給と札幌圏の生産物流機能の一翼を担うゾーン』

都市機能ゾーン
（情報推進・生産物流）

（通称）一期用地

凡 例

運動・地区公園

保安林、緑地

都市計画道路

計画検討路線
（土地利用、自然など
総合的に検討）

茨戸川

緑苑台

花川東

花川北
花川南

樽川 花畔

臨港地区内の適正な港湾機能を支
える都市計画制度の適切な運用
（市街化区域、臨港地区など）

地区の課題に応じた
インフラの整備「都市居住」

検討地区との
ネットワーク強化

計画等を踏まえた
土地利用規制の見直し

◎石狩湾新港地域
●主要な幹線道路が通っている優位性を活かし、地域内企業や就業者及び地

域利用者の多様なニーズに対応するため、関連計画やプロジェクトを踏まえ、
周辺の居住環境との調和を図りながら、特別用途地区の変更を検討 [新規]

○ 「都市居住」検討地区とのネットワーク強化を図るため、地区間道路網の強化・
交通ネットワークの再構築を検討（利便性の向上の取り組み）

●国道231号東側の地区（一期用地）については、地区の課題に応じたインフラ
を整備 [新規]

○にぎわい拠点や市民・都市住民の憩いの空間の創出（親水空間の形成など）
○港湾の振興の取り組み
●都市基盤施設の⾧寿命化 [新規]
●臨港地区内の適正な港湾機能を支える都市計画制度の適切な運用
（市街化区域、臨港地区など）［新規］

11

地域の多様なニーズに対応
するため、特別用途地区の
見直しを検討
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※各地区の地域特性や課題については、43ページから53ページのゾーン別概要」を参照

i9706258
四角形



土地利用の方針 【都市機能ゾーン（「都市居住」検討地区）拡大図】
『札幌圏の都市居住機能の一翼を担うゾーン』

【共通方針】
●居住及び都市機能の推進を図るための土地利用の増進、整序 [新規]
●地域間道路網の強化 [新規]
●都市基盤施設の⾧寿命化 [新規]
●交通ネットワークの再構築 [新規]
●地域のニーズに対応するため、必要に応じた土地利用計画制度の見直し［新規］

○人の出会いや交流が生まれる、歩いて暮らせるまちづくりの検討
○地域コミュニティ拠点の創出の取り組み
○住環境保全の取り組み
○ユニバーサルデザインを踏まえたインフラ更新
○都市施設の計画的整備･更新

計画整備路線

都市機能ゾーン
（都市居住）

都市計画道路

計画検討路線
（土地利用、自然など
総合的に検討）

学校（小・中・高・大）
コミュニティ施設

地区・近隣公園

保安林、緑地

凡 例

樽川

花川南

石狩南高校

藤女子大学

花川北

花畔

茨戸川

花川東

緑苑台

紅葉山砂丘

◎緑苑台地区
●未整備、未利用地の整備促進 ［新規］
○市民サービス施設の機能維持

◎花川東地区
●市有地を含めた未利用地の

有効活用を図るため、必要
に応じて用途地域や地区計
画の見直しを検討［新規］

◎花川北地区
○若年層の受入や高齢化への対応、地域交流促進を図るた

め、必要に応じて用途地域や地区計画の見直しを検討
●子育て環境の充実や、地域コミュニティの場としての活用を図

るため、地区内公園の有効活用や再整備[新規]
○市民サービス施設の機能維持と高齢者にやさしい施設環境

の形成への取り組み
○町内会のほか、さまざまな主体による地域のまちづくりの推進
○増加する空家に対する取り組み

◎樽川地区
●子育て世帯を支援するための土地利

用や地区公園の多面的な利用の
検討 [新規]

○市民サービス施設の機能維持への取
り組み

◎花川南地区
●地区特性を踏まえ、土地の高度利用を視野に入れた用途

地域の見直しや地区計画などの活用の検討 [新規]
●増加する空家に対する取り組み [新規]
○既存施設を活用した交流コミュニティ拠点の形成
○町内会のほか、さまざまな主体による地域のまちづくりの推進
○市民サービス施設の機能維持と高齢者にやさしい施設環境

の形成への取り組み
○地区特性に配慮した街区公園のリニューアル

◎花畔地区
●居住誘導を図りながら、立地適正化計画に基づく都市

機能誘導区域として、魅力ある市民サービスを提供でき
るよう、必要に応じて地区計画の見直しを検討 [新規]

●行政サービスの機能の維持、誘致など、公的施設の整
備推進を図り、未利用地の活用を促進 [新規]

石狩翔陽高校

◎市街化調整区域
○合併処理浄化槽の整備の継続
○花畔地区の旧住宅地造成事業に関する法律に基づき造成された

地区について、住環境の保全、地域コミュニティの維持を図る手法の
ひとつとして、地区計画などの都市計画制度の適用を検討

○主要幹線道路である石狩・手稲通沿道のうち花川南地区及び花
川通の石狩消防署周辺地区においては、社会情勢の変化や地域
の実情を踏まえ、市全体のまちづくりや土地利用上妥当であり、周
辺の開発を促進しないもの、かつ、事業の確実性があるものについ
て、地区計画などの制度により沿道サービス系土地利用を検討

12
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成果目標について

評価指標
現状

2015年

目標値
（中間年）
2030年

目標値
（目標年）
2040年

居住誘導区域内の目標人口
＝ 「人口推計値Ⓐ」 ＋ 「増加が期待される人口Ⓑ」

◆「人口推計値」は、国立社会保障・人口問題研究所
の人口推計値

◆「増加が期待される人口」は、「石狩市まち・ひと・しごと
創生総合戦略における施策効果により増加が期待さ
れる人口」の86％

居住誘導区域内の人口

49,289
（人）

※国勢調査に基づく
確定値

46,964
（人）

45,207
（人）

第3章 ー立地適正化計画ー

立地適正化計画の計画期間は概ね20年間(令和２年～22年)とし、概ね５年ごとを目安に都市の
現況を精査の上、計画見直しの必要性について検討します。

26

※人口推計値、各数値の根
拠や算定方法については、
55ページ参照

① 居住誘導区域内人口の維持

評価指標
現状

2015年

目標値
（中間年）
2030年

目標値
（目標年）
2040年

石狩市地域公共交通網形成計画の目標値を将来も
維持。
なお、将来の人口減少を考慮すると実質利用割合は増

【石狩市地域公共交通網形成計画:
計画策定現状値 7,850（千人）
2023年目標値 8,000（千人）】

7,850
（千人/年）

※2015～2017年の
平均値

8,000
（千人/年）

8,000
（千人/年）

評価指標
現状

2015年

目標値
（中間年）
2030年

目標値
（目標年）
2040年

行政施設・商業施設 ―
新たな立地施設

１施設
新たな立地施設

２施設

② 公共交通の利用者の増

③ 都市機能誘導区域内誘導施設の増

施策等により増加が
期待される人口
10,000人の86％

中間年なので
8,600／2

※確定値

Ⓑ

Ⓐ
Ⓐ

Ⓐ

Ⓑ

【参考】 「居住誘導区域内人口」の現状と目標値
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全市域に対する居住誘導区域内人口の割合イメージ図 【参考】 「石狩市まち・ひと・しごと創生総合戦略」による将来展望

施
策
等
に
よ
り
増
加
が
期
待
さ
れ
る
人
口

＋10,000人

１）居住誘導区域内人口（推計値）について

【参照】 90ページのグラフ（一部加工）

36,607人

居住誘導区域

２）割合86％について

49,289人 42,664人

居住誘導区域内人口は各年における「樽川」、「花川南」、「花川北」、「花畔」、「花川東」、「緑苑台」の人口の合計
90ページの「６．地区別の将来人口【Ｈ27（2015）国調ベース】の確定値及び推計値をもとに算出

Ｈ27における居住誘導区域内人口

Ｈ27における全市域の人口
＝

49,289

57,436
86％

市街化区域

居住誘導区域
86％ 14％

石狩市域

【Ｈ27（2015）】


